
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

生産設備投資支援利子補給事業 

県内製造業者が，設備投資に際して資金の借入を
された場合，その支払利子の一部を助成することによ
り，企業の皆さまの前向きな設備投資を支援します。 

●支払利子の 
一部を助成 

・ 新商品の開発や新たな生産方式の導入など事業
の生産性の向上を図る設備投資であること。 

・ 設備投資額が５００万円以上であること。 
・ 設備投資のための借入（５００万円以上）であ

ること。 
・ 金融機関から借入を行っていること。 

●支払利子のうち利率１％相当
分以下の額 

（※借入金の上限５０００万円） 
●最長７年間 

※補助を受けるためには上記以外の要件がございます。 
詳しくは，下記の企業誘致担当までお気軽にお問い合わせください。 
【鹿児島県庁産業立地課】  ０９９－２８６－２９８５ 
【鹿児島県東京事務所】  ０３－５２１２－９０６２ 
【鹿児島県大阪事務所】  ０６－６３４１－５６１８ 

事業の仕組み 補助要件 
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（鹿児島県） 

資金融資 

利子支払 

（企業） （金融機関） 

支援内容 

●以下の要件を満たす必要があります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生産設備投資支援利子補給補助金の概要 

 

県内製造業事業者 
 

対象者 

 

１ 施設・設備の新設，増設及び設備の更新が事業の生産性向上を図る投資であること 

２ 施設・設備の新設，増設及び設備の更新が５００万円以上であること 

３ 施設・設備の新設，増設及び設備の更新のための借入であること 

４ 金融機関からの資金の借入を行っていること 

補助要件 

 

１ 支払利子のうち利率１％相当額（上限）×７年間（最長） 

２ 対象となる借入金上限 ５，０００万円 

補助限度額 


